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■報告第 2号 専決処分の報告について（工事請負契約の一部を変更する契約の

締結について） 

【要旨】 

 令和７年９月 12 日に議決を経た令和７年度窪川運動場夜間照明ＬＥＤ化等改修工

事請負契約の一部を変更する契約を締結することについて、地方自治法第 180条第１

項に基づく四万十町長専決処分事項（平成 18 年四万十町議会告示第４号）第３項の

規定に基づき、令和８年３月 13日に専決処分しましたので、地方自治法（昭和 22年

法律第 67号）第 180条第２項の規定により報告するものです。 

 

【請負契約締結内容】 

工 事 名 令和７年度 窪川運動場夜間照明ＬＥＤ化等改修工事 

工 事 場 所 四万十町 金上野 地内 

請負代金額 

〔変更前〕 68,343,000円（ 6,213,000円） 

〔変更後〕 72,018,100円（ 6,547,100円） 

〔増減額〕  3,675,100円（   334,100円） 

（ ）内は、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

契約の相手方 
四万十町下呉地 313番地 

岡山電気株式会社 代表取締役 岡山 昌司  
【主な変更内訳】 

項 目 変 更 理 由 
硬質地盤掘削工

事 照明用コンクリート柱の設置地盤が硬質であったため、掘削機

を導入して工事を行う。 
防護マット設置

工事 既存構造物の配置の影響により、照明用コンクリート柱７本を

グラウンド内に設置したことから、既存の柱２本と併せて計９か

所に利用者の安全性確保のための防護マットを設置する。 
受変電設備機器

改修工事 工事期間中に変圧器メーカーによる仕様変更と価格改定が行

われたため、本体価格が増額となった。  
【根拠法令】 

地方自治法（抜粋） 
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（議会の委任による専決処分） 

第 180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

地方自治法第 180条第１項に基づく四万十町長専決処分事項 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第１項の規定により、町長におい

て専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。 

１・２ （略） 

３ 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の

10分の１を超えず、かつ、500万円以下である変更契約を締結すること。 

４～６ （略）  
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■承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて（四万十町税条例の一部を

改正する条例） 

【要旨】 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）、地方税法施行令等の一

部を改正する政令（令和８年政令第 83号）、地方税法施行規則及び地方税法施行規則

の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令（令和８年総務省令第 44号）、地方

税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第 45～47 号）が令和８年３

月 31 日にそれぞれ公布され、同年４月１日から施行されることに伴い、四万十町税

条例の改正が必要となりましたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな

いと認め、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により専決処

分を行いましたので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

 

【主な条例改正の内容】  

軽自動車税環境性能割の廃止に伴う改正を行います。また、軽自動車税種別割の

名称変更を行います。 

 

 （見直しの概要） 

・ 軽自動車税環境性能割の廃止 

軽自動車税環境性能割が廃止となるため、対象条文を削るなど規定の整備を行い

ます。 

. 軽自動車税種別割の名称変更 

軽自動車税環境性能割が廃止となるため、現行の軽自動車税種別割の名称を「軽

自動車税」に変更します。 

 

【施行期日】  令和８年４月１日 

 

【新旧対照表】 

 別紙のとおり 
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【根拠法令】 

地方自治法（抜粋） 

（専決処分） 

第 179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第 113条ただし書の場合に

おいてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会

の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分するこ

とができる。ただし、第 162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意

及び第 252条の 20の２第４項の規定による第 252条の 19第１項に規定する指定

都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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四
万
十
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

第
18
条
の
３
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭

和
26
年
法
律
第
18
5
号
）
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪

の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
滞

納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
と
す
る
。
 

第
18
条
の
３
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭

和
26
年
法
律
第
18
5
号
）
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪

の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
と
す
る
。
 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

第
19
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
40
条
、
第
46
条
、
第
46
条
の
２
若
し
く

は
第
46
条
の
５
（
第
53
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
47
条
の
４
第
１
項
（
第
47
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
48
条
第
１
項
（
法
第
32
1
条

の
８
第
34
項
及
び
第
35
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
53
条
の
７
、
第
67

条
、
第
83
条
第
２
項
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
10
2条
第
２
項
、
第
10
5

条
、
第
13
9条
第
１
項
又
は
第
14
5条
第
３
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納

付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期

限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第

１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま

で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分

に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定

め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
年
7.
3
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に

よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
19
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
40
条
、
第
46
条
、
第
46
条
の
２
若
し
く

は
第
46
条
の
５
（
第
53
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
47
条
の
４
第
１
項
（
第
47
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
48
条
第
１
項
（
法
第
32
1
条

の
８
第
34
項
及
び
第
35
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
53
条
の
７
、
第
67

条
、
第
81
条
の
６
第
１
項
、
第
83
条
第
２
項
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

10
2条
第
２
項
、
第
10
5条
、
第
13
9条
第
１
項
又
は
第
14
5条
第
３
項
に
規
定
す
る
納
期

限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は

納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納

期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら

納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号

に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第

５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
年
7.
3
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割

合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納

付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(
２
)
 
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第
13
9
条
第
１
項
の
申
告
書

に
係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の

翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(２
) 
第
81
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書

又
は
第
13
9
条
第
１
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除

く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
３
)
 
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第
13
9
条
第
１
項
の
申
告
書

で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期

(３
) 
第
81
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書

又
は
第
13
9
条
第
１
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
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改
正
後
 

改
正
前
 

間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

額
 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
 

(４
)～

(６
) 
（
略
）
 

(４
)～

(６
) 
（
略
）
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

第
33
条
 
（
略
）
 

第
33
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
第
23
条
第
１
項
第
15
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
次
項
及
び
第
34
条
の
９
に
お

い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配

当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。
 

３
 
法
第
23
条
第
１
項
第
15
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び

に
第
34
条
の
９
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に

係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す

る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

４
～
６
 
（
略
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７
 
（
略
）
 

第
34
条
の
７
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
31
4
条
の
７
第
11
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
３
項

又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第
31
4
条
の
７
第
11
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

（
町
民
税
の
申
告
）
 

（
町
民
税
の
申
告
）
 

第
36
条
の
２
 
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
、
町
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第

31
7
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公

的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
48
条
の
９
の
７

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控

除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
並
び
に
第
36

条
の
３
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
第
４
号
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
90
0万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
31
4条
の
２
第
１
項
第
10
号

の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も

第
36
条
の
２
 
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
、
町
長
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第

31
7
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公

的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
48
条
の
９
の
７

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控

除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
（
所
得
割
の

納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
90
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

法
第
31
4
条
の
２
第
１
項
第
10
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶

者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法
第
31
4
条
の
２
第
４
項
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改
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の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
法
第
31
4
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除

又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
31
3
条

第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し

く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
34
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な

か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
24
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の

２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療

費
控
除
額
の
控
除
、
法
第
31
3
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条

第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
34
条
の
７

の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」

と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給

与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第
24
条
第
２
項
に
規

定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
９
 
（
略
）
 

２
～
９
 
（
略
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(
２
)
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
1,
00
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
31
3
条
第
３
項
に
規
定
す
る

青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も

の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第

１
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
合
計
所
得
金
額
が
13
3
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
氏
名
 

(
２
)
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
1,
00
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第
31
3
条
第
３
項
に
規
定
す
る

青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も

の
及
び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
合
計
所

得
金
額
が
13
3
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
氏
名
 

(３
)・

(４
) 
（
略
）
 

(３
)・

(４
) 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
48
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２

の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
５

項
及
び
第
53
条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
48
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２

の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４

項
及
び
第
53
条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
町
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
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第
36
条
の
３
の
３
 
次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」

と
い
う
。
）
は
、
公
的
年
金
等
支
払
者
（
所
得
税
法
第
20
3
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す

る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
36
条
の
３
の
３
 
所
得
税
法
第
20
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す

る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
20
3
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
っ

て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
90
0
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第
53
条
の

２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

い
う
。
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除

対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
を
有
す

る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
町
内
に
住
所

を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
20
3
条
の

６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日

ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(
１
)
 
所
得
税
法
第
20
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
 

(１
) 
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称
 

(
２
)
 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
20
3
条
の
７
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
90
0
万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
合
計
所
得

金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
３
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
退
職
手
当
等
（
第
53
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
又
は

扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
っ
て
退
職
手
当
等

に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る

所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
有
す
る
者
 

(２
) 
特
定
配
偶
者
の
氏
名
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改
正
後
 

改
正
前
 

(
３
)
 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
20
3
条
の
７
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
（
当
該
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金
等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当

該
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
の
現
況
に
お
い
て
令
第
48
条
の
９

の
７
の
３
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
障
害
者
、
寡
婦

若
し
く
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
（
年
齢

16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
合
計

所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
 

(３
) 
扶
養
親
族
の
氏
名
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(４
) 
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(
２
)
 
公
的
年
金
等
受
給
者
が
、
法
第
31
4
条
の
２
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
特
別

障
害
者
又
は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
該
当
す
る

事
実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

(３
) 
特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(４
) 
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(５
) 
そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
第
１
項
又
は
法
第
31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金
等

支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が

そ
の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
第
１
項
又

は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公

的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
20
3
条
の
６
第
２
項

に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
１
項
又
は
法
第
31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す

べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
第
１
項
又
は
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
又
は
法
第
31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金
等
支

払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ

の
年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
前
項
又
は
法

第
31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い

と
き
は
、
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
20
3
条

の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第
31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第
31
7

条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

５
 
公
的
年
金
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
48
条
の
９
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２

に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

４
 
公
的
年
金
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
48
条
の
９
の
７
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２

の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
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改
正
後
 

改
正
前
 

申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
４
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、
「
公
的

年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を

受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す

る
。
 

５
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、
「
公
的

年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を

受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す

る
。
 

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）
 

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）
 

第
63
条
 
同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
又
は
家
屋
に
あ
っ
て
は

30
万
円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
18
0
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資

産
税
を
課
さ
な
い
。
 

第
63
条
 
同
一
の
者
に
つ
い
て
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
に
あ
っ
て
は
30
万
円
、

家
屋
に
あ
っ
て
は
20
万
円
、
償
却
資
産
に
あ
っ
て
は
15
0
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
80
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
 

第
80
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
の
取
得
者
に
環
境
性
能
割
に
よ
っ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等
所

有
者
に
種
別
割
に
よ
っ
て
課
す
る
。
 

削
除
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第
44
3
条
第
２
項
に

規
定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
 

２
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
44
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
課
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
軽
自

動
車
等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す

る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
44
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
課
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
者

に
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
課
さ
な
い
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

第
81
条
 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留

保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税

を
課
す
る
。
 

第
81
条
 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留

保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
前
条
第
１

項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、

軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
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改
正
後
 

改
正
前
 

て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

削
除
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
法
第
44
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業

者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
そ

の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
運
行
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
三
輪
以
上
の

軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販
売
業
者
等
が
、
法
第
44
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両

番
号
の
指
定
を
受
け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等
を

三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

削
除
 

４
 
法
の
施
行
地
外
で
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽

自
動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
三
輪

以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み

な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 
（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）
 

削
除
 

第
81
条
の
３
 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
た
め
に

通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第
15
条
の
10
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

金
額
と
す
る
。
 

 
（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

削
除
 

第
81
条
の
４
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能

割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

 
(
１
)
 
法
第
45
1
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分
の
１
 

 
(
２
)
 
法
第
45
1
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分
の
２
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 
法
第
45
1条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分
の
３
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

削
除
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
 

第
81
条
の
５
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）
 

削
除
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
 

第
81
条
の
６
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
45
4
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
三
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改
正
後
 

改
正
前
 

輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行

規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に

係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
 

２
 
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除
く
。
）
は
、

法
第
45
4
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま

で
に
、
施
行
規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

削
除
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
81
条
の
７
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
10
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
町
長
が
定
め
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
 

 

３
 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す
べ
き
納

期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
10
日
以
内
と
す
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
）
 

削
除
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
81
条
の
８
 
町
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
第
90

条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
（
三
輪
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
必
要

と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
）
 

（
種
別
割
の
税
率
）
 

第
82
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、

１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
82
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
１
台

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(１
)～

(３
) 
（
略
）
 

(１
)～

(３
) 
（
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

第
83
条
 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。
 

第
83
条
 
種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。
 

２
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）
 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

第
85
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

第
85
条
 
種
別
割
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）
 

（
種
別
割
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
87
条
 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の

所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所

有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機

付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33

号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
町
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
87
条
 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者

又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機

付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33

号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
町
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項

に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施

行
規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自

動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書

を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提

出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項

に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施

行
規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特

殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申

告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書

を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く

な
っ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使

用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転

車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
34
号
様
式

に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く

な
っ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使

用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付

自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
34
号

様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

（
種
別
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

第
88
条
 
（
略
）
 

第
88
条
 
（
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）
 

（
種
別
割
の
減
免
）
 

第
89
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
、
町
長
が
必
要
と
認

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

第
89
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
、
町
長
が
必
要
と
認

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
。
 

(１
)～

(４
) 
（
略
）
 

(１
)～

(４
) 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま

で
に
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、

こ
れ
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で

に
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ

れ
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

13



 

改
正
後
 

改
正
前
 

(１
)～

(８
) 
（
略
）
 

(１
)～

(８
) 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
町
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
）
 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）
 

第
90
条
 
町
長
は
、
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て

は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

第
90
条
 
町
長
は
、
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て

は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 
（
略
）
 

(１
)・

(２
) 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納

期
限
ま
で
に
、
町
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3
号
）

第
15
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭

和
38
年
法
律
第
16
8
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者

手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生
労

働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3
号
）
第
45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及

び
道
路
交
通
法
（
昭
和
35
年
法
律
第
10
5
号
）
第
92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身

体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等

を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い

う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
95
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る

特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個

人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第
95
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
１
号
の
規
定
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
等

を
所
有
す
る
者
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
前
年
度
に
係
る
申
請
事
項
に
異
動
が
な
い
も
の

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

ま
で
に
、
町
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3
号
）
第
15

条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38

年
法
律
第
16
8
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳

と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育

手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25

年
法
律
第
12
3
号
）
第
45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交

通
法
（
昭
和
35
年
法
律
第
10
5
号
）
第
92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者

若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介

護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又

は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
95
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許

情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ

ー
ド
（
同
法
第
95
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
１
号
の
規
定
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
等
を
所
有
す

る
者
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
前
年
度
に
係
る
申
請
事
項
に
異
動
が
な
い
も
の
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 
（
略
）
 

(１
)～

(６
) 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
ま
で
に
、
町
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
町
長
が
、
当
該
軽
自

動
車
等
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提

出
）
を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
軽
自
動
車

等
を
所
有
す
る
者
（
当
該
軽
自
動
車
等
を
所
有
す
る
者
が
法
第
44
3
条
の
規
定
に
よ
っ

て
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用

者
）
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
前
年
度
に
係
る
申
請
事
項
に
異
動
が
な
い
も
の
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
ま
で
に
、
町
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
町
長
が
、
当
該
軽
自
動
車

等
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）

を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
等
を

所
有
す
る
者
（
当
該
軽
自
動
車
等
を
所
有
す
る
者
が
法
第
44
3
条
の
規
定
に
よ
っ
て
種

別
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
者
）
で
あ

っ
て
当
該
年
度
の
前
年
度
に
係
る
申
請
事
項
に
異
動
が
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て

い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
る

者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
原
動
機
付
自
転
車
の
標
識
の
交
付
等
）
 

（
原
動
機
付
自
転
車
の
標
識
の
交
付
等
）
 

第
91
条
 
（
略
）
 

第
91
条
 
（
略
）
 

２
 
法
第
44
5
条
若
し
く
は
第
81
条
の
２
又
は
第
80
条
の
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ

て
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車

の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
町
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
町
長
に
対
し
、
標
識
交
付

申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を

し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軽

自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第
44
3
条

若
し
く
は
第
81
条
の
２
又
は
第
80
条
の
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税

を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊

自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。
 

２
 
法
第
44
5
条
若
し
く
は
第
81
条
の
２
又
は
第
80
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ

て
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所

有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
町
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
町
長
に
対
し
、
標
識
交
付
申
請

書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し

て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種
別

割
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第
44
3
条
若
し
く

は
第
81
条
の
２
又
は
第
80
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
を
課
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所

有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。
 

３
～
６
 
（
略
）
 

３
～
６
 
（
略
）
 

７
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自

転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
町
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

と
き
、
又
は
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
軽
自
動
車
税
が

課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
町

長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自

転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
町
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

と
き
、
又
は
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
種
別
割
が
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
町
長
に

対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

８
・
９
 
（
略
）
 

 

８
・
９
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６
条
 
平
成
30
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
４
条
の

４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
31
4
条
の
２
第
１
項

（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

第
６
条
 
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、

法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
２
の
規
定

に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ

る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で

並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

31
4
条
の
２
第
１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
個
人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

削
除
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
７
条
の
３
 
平
成
20
年
度
か
ら
平
成
28
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又

は
第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
 
（
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定

す
る
居
住
年
（
次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）
が
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年

ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
第
３
項
に
お
い
て
「
町
民
税
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
34
条
の
３
及
び
第

34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
８
及
び
第
34
条
の
９
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並

び
に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
、
第
34
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

３
 
第
１
項
の
規
定
は
、
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属

す
る
年
の
３
月
15
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の

提
出
期
限
後
に
お
い
て
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た

も
の
を
含
む
。
）
を
、
町
長
に
提
出
し
た
場
合
（
法
附
則
第
５
条
の
４
第
９
項
の
規
定
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改
正
後
 

改
正
前
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
個
人
の
町
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

 

第
７
条
の
３
 
平
成
22
年
度
か
ら
令
和
25
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又

は
第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定
す

る
居
住
年
が
平
成
21
年
か
ら
令
和
12
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

法
附
則
第
５
条
の
４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の

第
34
条
の
３
及
び
第
34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す

る
。
 

第
７
条
の
３
の
２
 
平
成
22
年
度
か
ら
令
和
20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41

条
又
は
第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
11
年
か
ら

平
成
18
年
ま
で
又
は
平
成
21
年
か
ら
令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４

の
２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
34
条
の
３
及

び
第
34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
８
及
び
第
34
条
の
９
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並

び
に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
、
第
34
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
34
条
の
８
及
び
第
34
条
の
９
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並

び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
、
第
34
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ

る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
す
る
。
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）
 

第
７
条
の
４
 
第
34
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
、
法
第
31
4
条
の
７
第
11
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
又
は
第
34
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額

及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中

の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
、
附
則
第

17
条
第
１
項
、
附
則
第
18
条
第
１
項
、
附
則
第
19
条
第
１
項
、
附
則
第
19
条
の
２
第
１

項
、
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
又
は
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と

き
は
、
第
34
条
の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第
２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
と
す
る
。
 

第
７
条
の
４
 
第
34
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
、
法
第
31
4
条
の
７
第
11
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
又
は
第
34
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額

及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中

の
所
得
に
つ
い
て
、
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
、
附
則
第

17
条
第
１
項
、
附
則
第
18
条
第
１
項
、
附
則
第
19
条
第
１
項
、
附
則
第
19
条
の
２
第
１

項
又
は
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
34
条
の
７
第
２
項

に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第

２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
８
条
 
昭
和
57
年
度
か
ら
令
和
12
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、

法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
、
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

第
８
条
 
昭
和
57
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、

法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
、
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
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改
正
後
 

改
正
前
 

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
36
条
の
３
第
１
項
の
確

定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措

置
法
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と

き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に

係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
36
条
の
３
第
１
項
の
確

定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措

置
法
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と

き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に

係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に

規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
、
肉
用
牛

の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明

細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
33
条
か
ら
第
34
条
の
３
ま
で
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条

の
８
ま
で
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
４

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に

規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
、
肉
用
牛

の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明

細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
町

民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
33
条
か
ら
第
34
条
の
３
ま
で
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条

の
８
ま
で
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
の

２
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各

号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

第
９
条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特

例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第
13
項
の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
（
法
附
則

第
７
条
の
３
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第
34
条
の
７
第
１
項
及
び
第

２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
９
条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

を
支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特

例
通
知
書
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第
13
項
の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第
34
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
）
 

第
10
条
の
３
 
（
略
）
 

第
10
条
の
３
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項

７
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
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改
正
後
 

改
正
前
 

を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第
12
条
第
17
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移

転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

を
記
載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第
12
条
第
16
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移

転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(１
)～

(３
) 
（
略
）
 

(１
)～

(３
) 
（
略
）
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に

要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
20
項

に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に

要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
19
項

に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 
（
略
）
 

(１
)～

(６
) 
（
略
）
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢

者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢

者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 
（
略
）
 

(１
)～

(３
) 
（
略
）
 

(４
) 
令
附
則
第
12
条
第
24
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該

者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(４
) 
令
附
則
第
12
条
第
23
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該

者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(５
) 
（
略
）
 

(５
) 
（
略
）
 

(６
) 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第
25
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(６
) 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第
24
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(７
) 
（
略
）
 

(７
) 
（
略
）
 

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(４
) 
（
略
）
 

(１
)～

(４
) 
（
略
）
 

(５
) 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
32
項
に
規
定

(５
) 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
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改
正
後
 

改
正
前
 

す
る
補
助
金
等
 

す
る
補
助
金
等
 

(６
) 
（
略
）
 

(６
) 
（
略
）
 

11
 
（
略
）
 

11
 
（
略
）
 

12
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は

同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す

る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
12
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は

同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す

る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
12
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(４
) 
（
略
）
 

(１
)～

(４
) 
（
略
）
 

(５
) 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
32
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(５
) 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(６
) 
（
略
）
 

(６
) 
（
略
）
 

13
・
14
 
（
略
）
 

13
・
14
 
（
略
）
 

15
 
法
附
則
第
15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

７
条
第
18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震

改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
12
3
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条

第
20
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

７
条
第
18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震

改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
12
3
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条

第
19
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 
（
略
）
 

(１
)～

(６
) 
（
略
）
 

16
 
法
附
則
第
15
条
の
11
第
１
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了

し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則

第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
91

号
）
第
14
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
同
条
第
３
項
の
条
例

で
付
加
し
た
事
項
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
17
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
同
法
第

16
 
法
附
則
第
15
条
の
11
第
１
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完

了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
18
年
国
土
交
通

省
令
第
11
0
号
）
第
10
条
第
２
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、

音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
49
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規

定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

20



 

改
正
後
 

改
正
前
 

２
条
第
20
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合

す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 
（
略
）
 

(１
)・

(２
) 
（
略
）
 

(３
) 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
18
年
政
令
第
37
9
号
）
第
５
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物
（
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
14
条
第
３
項
の
条
例

で
定
め
る
同
法
第
２
条
第
18
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
の
別
 

(３
) 
家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
18
年
政
令
第
37
9
号
）
第
５
条
第
３
号
に
規
定
す
る
劇
場
若
し
く
は
演
芸

場
又
は
同
条
第
４
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く
は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

か
の
別
 

(４
)～

(６
) 
（
略
）
 

(４
)～

(６
) 
（
略
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
15
条
の
２
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第
１
章
第
２

節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ

り
、
行
う
も
の
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
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＿
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＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
44
6
条
第
１
項
（
同
条
第
２
項
又

は
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
45
1
条
第
１
項
若
し
く
は

第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す

る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
29
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す

る
も
の
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
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＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
_ 

３
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車
税
の

環
境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
附
則
第

15
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
81
条
の
６
第
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限

の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者

が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直

接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者

21



 

改
正
後
 

改
正
前
 

又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当
該
不
足
額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附

則
第
29
条
の
11
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
16
1
条
第
１
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し

て
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
10
0
分
の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

第
15
条
の
３
 
町
長
は
、
当
分
の
間
、
第
81
条
の
８
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
知
事
が

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
町
長
が
定
め

る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
 

 

第
15
条
の
４
 
第
81
条
の
６
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条

中
「
町
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
県
知
事
」
と
す
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

第
15
条
の
５
 
町
は
、
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
を

行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
29
条
の
16
第
１
項
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
県
に
交
付
す
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
15
条
の
６
 
営
業
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
81
条
の
４
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
第
１
号
 

10
0分
の
１
 

10
0分
の
0.
5 

第
２
号
 

10
0分
の
２
 

10
0分
の
１
 

第
３
号
 

10
0分
の
３
 

10
0分
の
２
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

２
 
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
81
条
の
４
（
第
３
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
10
0
分
の
３
」
と
あ
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改
正
後
 

改
正
前
 

る
の
は
、
「
10
0分
の
２
」
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
16
条
 
法
附
則
第
30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽

自
動
車
が
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
60
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の

指
定
（
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

月
か
ら
起
算
し
て
14
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

に
係
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。
 

第
16
条
 
法
附
則
第
30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽

自
動
車
が
最
初
の
法
第
44
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第

４
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し

て
14
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係

る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と

す
る
。
 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限

り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別

割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
同
項
に
規
定
す
る
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）

（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア

（
イ
）
中
「

3,
90
0
円
」
と
あ
る
の
は
「

2,
00
0
円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）
ａ
中

「
6,
90
0円
」
と
あ
る
の
は
「
3,
50
0円
」
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
法
第
44
6
条
第
１
項

第
３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ

リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
82

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別

割
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
（
イ
）
中
「
3,
90
0円
」
と
あ
る
の
は
「
2,
00
0円
」
と
、

同
号
ア
（
ウ
）
ａ
中
「
6,
90
0円
」
と
あ
る
の
は
「
3,
50
0円
」
と
す
る
。
 

削
除
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

４
 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
 

に
対
す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
（
イ
）
中
「
3,
90
0
円
」
と
あ
る
の
は

「
3,
00
0
円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）
ａ
中
「
6,
90
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
5,
20
0
円
」
と

す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が

前
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
30
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
16
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽

自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法

附
則
第
30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
町
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
83
条

第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）

後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当

該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該

不
足
額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
に
関
す

る
規
定
（
第
87
条
及
び
第
88
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
 

２
 
町
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と

を
第
83
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た

納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し

た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不

正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お

け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車

税
の
種
別
割
に
関
す
る
規
定
（
第
87
条
及
び
第
88
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す

る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
は
、
同

項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
10
0
分
の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た

金
額
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の

額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
10
0
分
の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を

加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
３
 
（
略
）
 

第
16
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の

８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、

附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
４
 
（
略
）
 

第
16
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の

８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、

附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７

第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則

第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
17
条
の
２
 
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因

と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め

の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を

い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長

期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金

額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

第
17
条
の
２
 
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因

と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め

の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を

い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長

期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金

額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 
（
略
）
 

(１
)・

(２
) 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
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改
正
後
 

改
正
前
 

税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅

地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
６
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住

宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す

る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
34
条
の
２
第
12
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な

す
。
 

税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅

地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住

宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す

る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
34
条
の
２
第
10
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な

す
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
第
１
項
（
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得

割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
31
条
の
２
第
２
項
第
13
号
か
ら
第
15
号
ま

で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
を
し

た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
33
年
法
律
第

30
号
）
第
３
条
第
１
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
第
57
号
）
第
３
条
第
１
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険

区
域
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
12
年
法
律
第
57
号
）
第
９
条
第
１
項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都

市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
15
年
法
律
第
77
号
）
第
56
条
第
１
項
の
浸
水
被
害
防

止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す

る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に

該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
 

追
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＿
＿
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（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
 
（
略
）
 

第
18
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

27



 

改
正
後
 

改
正
前
 

よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７

第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則

第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
19
条
 
（
略
）
 

第
19
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７

第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則

第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
19
条
の
３
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
38

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
第
１
項
及
び
第

２
項
並
び
に
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の

当
該
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
18

条
の
６
の
４
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

追
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改
正
後
 

改
正
前
 

定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
定
暗
号
資
産
に

係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
10
0
分
の
３
に
相
当
す
る
金
額
に

相
当
す
る
町
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 
第
34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の

８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 
第
35
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特

定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
、
山
林
所
得
金
額
若
し
く
は
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特

定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
 

(
４
)
 
附
則
第
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る

特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
19
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

第
20
条
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第

１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７

第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則

第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 
（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
20
条
の
２
 
（
略
）
 

第
20
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の

６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条

の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第

１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
２
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
20
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７

第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、

第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の

６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
２
第
３
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の

３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の

２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
２
第
３

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
20
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１

項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 
（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
20
条
の
３
 
（
略
）
 

第
20
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 
（
略
）
 

(１
) 
（
略
）
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の

６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
３
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条

の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第

１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
３
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
３
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
20
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７

第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、

第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

(３
)～

(５
) 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
（
略
）
 

 
(１

) 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
(２

) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
３
第
３
項
後
段

の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の

８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
３
第
３
項
後

段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

 
(２

) 
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７

条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
20
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１

項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
20
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
20
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
町
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

 
(３

)～
(５

) 
（
略
）
 

 
(３

)～
(５

) 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

 

附
則
第
５
条
に
よ
る
改
正
（
四
万
十
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
 
附
 
則
 

附
 
則
 

第
６
条
 
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
60
条
第
１
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽

自
動
車
税
に
係
る
四
万
十
町
税
条
例
第
82
条
及
び
附
則
第
16
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
６
条
 
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
60
条
第
１
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽

自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
四
万
十
町
税
条
例
第
82
条
及
び
附
則
第
16
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

表
 
（
略
）
 

表
 
（
略
）
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■承認第３号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
【要旨】 
地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）、地方税法施行令等の一

部を改正する政令 (令和８年政令第 83 号)は令和８年３月 31 日にそれぞれ公布され

同年４月１日から施行されること、子ども・子育て支援金制度創設（令和８年４月１

日施行）に伴い、四万十町国民健康保険税条例の改正が必要となりましたが、緊急を

要するため議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法（昭和 22 年法律第

67号）第 179条第１項の規定により専決処分を行いましたので、同条第３項の規定に

基づき報告し、承認を求めるものです。 

 

【改正の趣旨】 

子ども・子育て支援金制度創設に伴い、支援金を徴収することで、子育て支援を充

実させるための財源を確保します。これにより、子育て世帯への支援が一層強化され、

全世代で子どもの成長を支える仕組みが整備されます。また、国民健康保険税に係る

課税限度額を引き上げ、歳入の確保に努めるとともに、軽減対象世帯のうち、５割及

び２割軽減措置の拡充を図るものです。 

 

【主な条例改正の内容】令和８年度分の国民健康保険税から適用 

（１）子ども・子育て支援納付金の徴収 

子ども・子育て支援金の課税額について次のとおりにしました。  

所得割率 均等割額 18歳以上均等割額 賦課限度額 

0.26％ 1,656円 66円 30,000円 

 

 ［単身世帯の場合］ 

所得額 

所得割率

【0.26％】（A） 

均等割額 

 

 （B） 

18歳以上 

均等割額 

 （C） 

合計納付額 

（A+B+C） 

 

0円 0円 1,656円 66円 1,722円 

100万円 2,600円 1,656円 66円 4,322円 

300万円 7,800円 1,656円 66円 9,522円 

500万円 13,000円 1,656円 66円 14,722円 

1,000万円 26,000円 1,656円 66円 27,722円 

 

33



［３人世帯（うち 18歳未満の子どもが一人）の場合］ 

所得額 

所得割率

【0.26％】（A） 

均等割額 

 

 （B） 

18歳以上 

均等割額 

 （C） 

合計納付額 

（A+B+C） 

 

0円 0円 3,312円 132円 3,444円 

100万円 2,600円 3,312円 132円 6,044円 

300万円 7,800円 3,312円 132円 11,244円 

500万円 13,000円 3,312円 132円 16,444円 

1,000万円 26,000円 3,312円 132円 29,444円 

 

（２）課税限度額(上限額)の引上げ 

国民健康保険税の限度額を次のとおり引き上げました。 

 令和７年度 令和８年度（改正後） 

基礎課税分（医療分） 660,000円 670,000円 

後期高齢者支援金分 260,000円 260,000円 

介護保険分 170,000円 170,000円 

 

（３）５割・２割軽減対象世帯の基準額の改定 

５割・２割軽減対象世帯の判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき

金額を次のとおり引き上げました。 

区分 
乗ずべき金額 

令和７年度 令和８年度（改正後） 

５割軽減 305,000円 310,000円 

２割軽減 560,000円 570,000円 

 

  ［判定基準額］ 

    ５割軽減 ＝ 430,000円 + （ 310,000円 × 被保険者数） 

    ２割軽減 ＝ 430,000円 + （ 570,000円 × 被保険者数） 

 

【施行期日】 

令和８年４月１日 

 

【新旧対照表】 

別紙のとおり 

 

【根拠法令】 

承認第２号に同じ 
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四
万
十
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

改
正
後
 

改
正
前
 

（
課
税
額
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び
そ
の

世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

と
す
る
。
 

第
２
条
 
前
条
の
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
は
、
世
帯
主
及
び
そ
の

世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

と
す
る
。
 

(
１
)
 
基
礎
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

33
年
法
律
第
19
2号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
う

ち
、
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
）
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法

（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護

納
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
の

規
定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
）

に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

(
１
)
 
基
礎
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

33
年
法
律
第
19
2号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
う

ち
、
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
）
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
介
護
保
険

法
（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介

護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
を
除
く
。
）
に
充
て

る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

(２
)・

(３
) 
（
略
）
 

(２
)・

(３
) 
（
略
）
 

(
４
)
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会

計
に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て

る
部
分
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被

保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

67
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
67
万
円
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被

保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

66
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
66
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
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改
正
後
 

改
正
前
 

所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
は
、
26
万
円
と
す
る
。
 

被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額

が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
26
万
円
と

す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

５
 
第
１
項
第
４
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項

の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算

定
し
た
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
18
歳
以

上
被
保
険
者
（
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
70
3

条
の
４
第
30
項
に
規
定
す
る
18
歳
以
上
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
算
定

し
た
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
算
後
の
額
が

３
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
３
万

円
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
法

第
31
4条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
10
0
分
の
7.
9
を
乗
じ
て
算
定

す
る
。
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地

方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
31
4
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
10
0の

7.
9を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
所
得
割

額
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
 

第
９
条
の
３
 
第
２
条
第
５
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分
の

0.
26
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 

追
加
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
９
条
の
４
 
第
２
条
第
５
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
1,
65
6

円
と
す
る
。
 

追
加
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
_ 
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

（
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
18
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
額
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
９
条
の
５
 
第
２
条
第
５
項
の
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
18
歳
以
上
被
保
険
者

一
人
に
つ
い
て
66
円
と
す
る
。
 

 

追
加
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
23
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課

す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
67
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
67
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
26
万
円
）
、
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万

円
）
並
び
に
同
条
第
５
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら
キ
か
ら
ク

ま
で
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
３
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
３
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

第
23
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課

す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
66
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
66
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
26
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ

る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17

万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

(１
) 
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
70
3条
の

５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第

28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控

除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
55
万
円

を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総

所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
65

歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
60
万
円
を
超
え
る
者
に
限

り
、
年
齢
65
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
11
0万
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数

(１
) 
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
70
3条
の

５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第

28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控

除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
55
万
円

を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総

所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
35
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に

つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
65

歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
60
万
円
を
超
え
る
者
に
限

り
、
年
齢
65
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
11
0万
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数
の
合
計
数
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗

じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が
２
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗

じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

１
人
に
つ
い
て
1,
16
0円

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

ク
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
18
歳
以
上

被
保
険
者
均
等
割
額
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
47
円
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
31

万
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。
）
 

(２
) 
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き

30
5,
00
0円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
１

人
に
つ
い
て
82
8円

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

ク
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
18
歳
以
上

被
保
険
者
均
等
割
額
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
33
円
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
57

万
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る

(３
) 
法
第
70
3条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
56

万
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
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改
正
後
 

改
正
前
 

者
を
除
く
。
）
 

者
を
除
く
。
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

一
人
に
つ
い
て
33
2円

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

ク
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
18
歳
以
上

被
保
険
者
均
等
割
額
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）
１
人
に
つ
い
て
14
円
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の

世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金

額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）

に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の

世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金

額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）

に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
１
)
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に

掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

(
１
)
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に

掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
3,
00
0円

 
ア
 
前
項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
40
0円

 

イ
 
前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
5,
00
0円

 
イ
 
前
項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
00
0円

 

ウ
 
前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
8,
00
0円

 
ウ
 
前
項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
6,
40
0円

 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
10
,0
00
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
8,
00
0円

 

(
２
)
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者

均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て

次
に
定
め
る
額
 

(
２
)
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次

に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1,
33
5円

 
ア
 
前
項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
96
0円

 

イ
 
前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
22
5円

 
イ
 
前
項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1,
60
0円

 

ウ
 
前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
3,
56
0円

 
ウ
 
前
項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
56
0円

 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
4,
45
0円

 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
3,
20
0円

 

(
３
)
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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改
正
後
 

改
正
前
 

つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
１
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
24
8円

 
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

イ
 
前
項
第
２
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
41
4円

 
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

ウ
 
前
項
第
３
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
66
2円

 
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
82
8円

 
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

３
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第
56
条
の
89
第
４
項
に

規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
属
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
18

歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割

額
）
は
、
当
該
所
得
割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割

額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額

し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第
56
条
の
89
第
４
項
に

規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
属
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項

に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険

者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(
１
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
 
当
該
出
産

被
保
険
者
に
つ
き
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割
額
の
12
分
の
１
の
額
に
、

当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
地
方
税
法
施
行
規
則
第
24
条
の
30
の
６
に
定

め
る
場
合
に
は
、
出
産
の
日
。
以
下
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
「
出
産
予
定
月
」

と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々

月
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
１
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
 
当
該
出
産

被
保
険
者
に
つ
き
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割
額
の
12
分
の
１
の
額
に
、

当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
地
方
税
法
施
行
規
則
第
24
条
の
30
の
５
に
定

め
る
場
合
に
は
、
出
産
の
日
。
以
下
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
「
出
産
予
定
月
」

と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々

月
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(２
)～

(６
) 
（
略
）
 

(２
)～

(６
) 
（
略
）
 

(
７
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
所
得
割
額
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所

得
割
額
の
12
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年

度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 

(
８
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
12
分
の
１
の
額
に
、
当
該

出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
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改
正
後
 

改
正
前
 

(
９
)
 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
５
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割

額
）
の
12
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度

に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

４
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
18
歳
未
満
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課

税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
18
歳
未
満
被
保
険
者

に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
３
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
に
限
る
。
）
は
、
当
該

被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
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＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿

＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
）
 

第
25
条
の
２
 
町
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
者
に
対
し
、
国
民
健
康
保
険
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
25
条
の
２
 
町
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
者
に
対
し
、
国
民
健
康
保
険
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
)～

(５
) 
（
略
）
 

(１
)～

(５
) 
（
略
）
 

(６
) 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 

(
６
)
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
資
格
取
得
日
の
属
す
る
月
以
後
２
年
を
経
過
す

る
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

１
～
５
 
（
略
）
 

１
～
５
 
（
略
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

６
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３

条
、
第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３

６
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３

条
、
第
６
条
、
第
８
条
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
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改
正
後
 

改
正
前
 

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条
の
２
第

５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規
定

す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

７
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
34
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第

６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１

項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別

措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
34
条
第

１
項
、
第
34
条
の
２
第
１
項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第

１
項
、
第
35
条
の
３
第
１
項
又
は
第
36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金

額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」

と
、
第
23
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

７
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
34
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第

６
条
、
第
８
条
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

32
年
法
律
第
26
号
）
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
34
条
第
１
項
、
第
34
条

の
２
第
１
項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第
１
項
、
第
35
条

の
３
第
１
項
又
は
第
36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ

り
同
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除

し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）

の
合
計
額
か
ら
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額

（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得

金
額
又
は
法
附
則
第
34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

34
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。
 

８
 
（
略
）
 

８
 
（
略
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

42



 

改
正
後
 

改
正
前
 

金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第

２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則

第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附

則
第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す

る
。
 

附
則
第
35
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、

「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条
の
２
第

５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の

２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

10
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

10
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有

す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

23
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法

附
則
第
35
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」

と
す
る
。
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

11
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す

る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第

２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則

第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

11
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す

る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
35
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」

と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
35
条

の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
35
条
の

４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

12
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
３
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」

と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
31
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中

「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第
33
条

の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中

「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第
33
条
の

３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

12
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
法
附
則
第
33
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
３
条
、
第
６
条
、
第
８
条
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
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又
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あ
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は
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若
し
く
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林
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得
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額
又
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税
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施
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に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の

２
の
２
第
10
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
10
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
す
る
。
 

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
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世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配
当
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
３
条
、

第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
の
３
及
び
第
23
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
第
46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か

ら
法
第
31
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規

定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の

２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
第
23
条
第
１
項
中
「
及
び
山

林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第

３
条
の
２
の
２
第
12
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
額
」
と
す
る
。
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若
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子
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（
略
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略
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■同意第１号 副町長の選任について 
【要旨】 

 四万十町副町長森武士氏の任期が令和８年５月 12日をもって満了することに伴

い、新たに冨田努氏を選任することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）第 162条の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

【選任しようとする者】 

氏 名 冨田 努（とみた つとむ） 

住 所 四万十町井﨑       

生 年 月 日           （52歳） 

〔主な経歴〕 
 

平成４年４月 

平成 17年４月 

平成 18年３月 

平成 26年４月 

平成 28年４月 

平成 31年４月 

令和７年４月 

旧十和村採用 

企画調整課企画調整係長 

企画課主幹 

十和地域振興局地域振興課主幹 

十和地域振興局地域振興課副課長 

十和地域振興局長兼地域振興課長 

企画課長 

 

【根拠法令】 

地方自治法（抜粋） 

（副知事及び副市町村長の選任） 

第 162条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て

これを選任する。 
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■同意第２号 教育長の任命について 
【要旨】 

 前教育長の残任期間が令和８年５月 11 日をもって満了することに伴い、新たに  

川上武史氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和 31年法律第 162号）第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものです。 

  

【任命しようとする者】 

氏 名 川上 武史（かわかみ たけし） 

住 所 四万十町北琴平町        

生 年 月 日          （56歳） 

政 党 等 無所属 

〔主な経歴〕  

平成５年３月 

平成５年４月 

平成 15年４月 

平成 24年４月 

平成 25年４月 

平成 27年４月 

平成 30年４月 

令和３年４月 

 令和７年４月 

広島経済大学卒業 

窪川町役場採用 

税務課徴収係長 

企画課総括主幹 

企画課副課長 

危機管理課副課長 

危機管理課長 

企画課長 

教育次長兼学校教育課長 
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【根拠法令】 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
（組織） 

第３条 教育委員会は、教育長及び４人の委員をもつて組織する。ただし、条例で

定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府

県若しくは市が加入するものの教育委員会にあっては教育長及び５人以上の委

員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会に

あっては教育長及び２人以上の委員をもつて組織することができる。 

 （任命） 

第４条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、

教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意

を得て、任命する。 

２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、

学術及び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから、

地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。 

(１) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(２) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

４ 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に１を加えた数の２分

の１以上の者が同一の政党に所属することとなってはならない。 

５ 地方公共団体の長は、第２項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年

齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうち

に保護者（親権を行う者及び未成年後見人をいう。第 47条の５第２項第２号及び

第５項において同じ。）である者が含まれるようにしなければならない。 

（任期） 

第５条 教育長の任期は３年とし、委員の任期は４年とする。ただし、補欠の教育

長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 教育長及び委員は、再任されることができる。  
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■同意第３号 教育委員会委員の任命について 
【要旨】 

教育委員会委員野中裕子氏の任期が令和８年５月 12 日をもって満了することに伴

い、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第 162号）第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

【任命しようとする者】 

氏 名 野中 裕子 （のなか ゆうこ） 

住 所 四万十町根々崎      

生 年 月 日            （41歳） 

職 業 、 政 党 等 農業、無所属 

〔主な経歴〕 
 

平成 15年３月 

平成 15年４月 

平成 18年３月 

平成 18年８月 

平成 19年７月 

令和２年４月 

令和４年５月 
 

高知県立山田高等学校卒業 

瀬戸内短期大学入学（倉敷紡績株式会社入社） 

瀬戸内短期大学卒業（倉敷紡績株式会社退職） 

高幡西部特別養護老人ホーム組合窪川荘（臨時職員） 

農業従事 

四万十町スポーツ推進委員 

四万十町教育委員 

 

【令和８年３月 31日現在の教育委員会委員】 

氏名 年齢 性別 職業等 政党等 保護者 任期 

谷口 和史 75 男 元会社員 無所属  R7.5.12 ～ R11.5.11 

横山 順一 71 男 元教員 無所属  R6.5.13 ～ R10.5.12 

野中 裕子 41 女 農業 無所属 〇 R4.5.13 ～ R8.5.12 

西谷  史 59 女 元保育士 無所属  R5.5.12 ～ R9.5.11 

 

【根拠法令】 

同意第２号に同じ 
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■同意第４号 監査委員の選任について 
【要旨】 

 四万十町監査委員田邊幹男氏の任期が令和８年５月 12日をもって満了することに

伴い、新たに細川理香氏を選任することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）第 196条第１項の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

【選任しようとする者】 

氏 名 細川 理香（ほそかわ りか） 

住 所 四万十町香月が丘       

生 年 月 日           （62歳） 

〔主な経歴〕  

昭和 58年４月 

平成 22年７月 

平成 23年４月 

平成 26年４月 

平成 29年４月 

平成 31年４月 

令和４年４月 

令和７年３月 

令和７年６月 

旧窪川町採用 

企画課総括主幹 

町民課副課長 

町民環境課副課長 

町民課長 

十和地域振興局副局長兼町民生活課長 

会計管理者兼会計管理室長 

定年退職 

社会福祉法人窪川児童協会 監事 

 

【根拠法令】 

地方自治法（抜粋） 

（選任及び兼職禁止） 

第 196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高

潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優

れた識見を有する者（議員である者を除く。以下この款において「識見を有す

る者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員の

うちから監査委員を選任しないことができる。 

２～６ (略) 
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